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取組の概要  

 平成 29 年 3 月 12 日に道路交通法が改正され、従来の自動車運転免許区分が変更さ

れたことに伴い、いなべ市消防団では、既存の消防車両を運転することが出来ない団員が

一定数存在し、火災発生等緊急時における迅速な活動を妨げる要因となっています。 

今後、若い世代の入団者が増え、よりこの問題が深刻化していくことも踏まえて、同改

正により新設された準中型自動車免許をはじめ、団員が消防団車両を運転するために必

要となる運転免許の取得について、運転免許取得費用補助制度を整備し、恒常的な取組

みとしていくことが急務です。 

このため、いなべ市では、平成 30 年 10 月１日に消防団員自動車運転免許取得費等補

助金交付要綱を作成し、毎年度、予算の範囲内で団員の運転免許証取得に係る費用に対

して補助金を交付しています。 

なお、補習料金や教習所までの交通費等は、補助対象の費用には含みません。 

【交付対象の条件】 

 (1) いなべ市消防団員であること。 

 (2) 普通自動車運転免許又は準中型自動車運転免許を有していること。 

 (3) 所属する分団に配備されている消防車両を運転することができる免許を有して

いないこと。 

 (4) この要綱による補助を受けて運転免許を取得した日から起算して、５年以上団

員として活動する誓約を行うこと。 

 (5) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。 

 

【取得費を補助する運転免許証の種別】 

 (1) ＡＴ限定解除 

 (2) 準中型自動車運転免許 

 (3) 中型自動車運転免許 
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